


































一般会計  土木費  予算説明資料  

 

（  都  市  部  ） 

 

資     料     名 担当課 頁 

都市空間デザイン事業について 都市政策課 １ 

地域地区等見直し事業（線引き見直し委託料）について 都市計画課 ２ 

景観形成修景費補助金について まちづくり交通課 ３ 

まちなか再生支援事業委託料について まちづくり交通課 ４ 

市街地再開発事業について 都市計画課 ５ 

小田原駅西口広場等機能拡充検討委託料について 都市計画課 ７ 

空家等対策計画策定支援業務について 都市政策課 ８ 

住まいの情報発信事業について 都市政策課 ９ 

地域公共交通確保維持費補助金について まちづくり交通課 10 

生活交通ネットワーク協議会負担金について まちづくり交通課 12 

鉄道駅舎バリアフリー施設整備費補助金について まちづくり交通課 13 

栄町小八幡線（栄町地内）測量委託料について 都市計画課 14 

 

 



（都市政策課 予算書 173頁） 

1 
 

都市空間デザイン事業について 

 

１ 目 的 

本市では、近年、ミナカ小田原や小田原三の丸ホールなどの拠点施設整備を進め

てきたが、今後、更なるまちの魅力向上を図るためには、新たに都市空間デザイン

（アーバンデザイン）の視点を加えた面的な取組が求められる。 

そこで、民間や有識者等との連携により、都市空間デザインの視点による既存ス

トックの利活用や、地域資源を生かしたまちづくりについて調査研究を行うアーバ

ンデザインセンター（ＵＤＣ）を立ち上げる。 

 

２ 事業概要 

  現在、学識経験者を中心としたＮＰＯ法人アーバンデザイン研究体より「（仮称）

ＵＤＣ小田原」の設立について提案を受け、具体化に向けた検討・調整を進めてい

る。 

  「(仮称)ＵＤＣ小田原」の取組としては、ワークショップや実証実験を通じ、市

民の間で都市空間デザインについての意識醸成を図ることや、公共空間の利活用や

再開発事業などの機会を捉え、公民連携により魅力的な都市空間デザインについて

検討する。 

将来的には、都市再生整備計画の作成や変更を市町村に提案できる「都市再生推

進法人」として、行政の補完的機能を担いうる組織運営を目指す。 

 

３ 令和４年度（2022年度）の事業内容 

  「（仮称）ＵＤＣ小田原」の設立に向け、組織体制や活動内容について検討するワ

ークショップを実施する（上半期２回）。また、ＵＤＣ設立後は、令和５年度（2023

年度）以降の社会実験等について検討するワークショップを実施する（下半期２回）。 

  

(1) 予算額  470千円 

  内訳 報奨費  講師謝礼 

     委託料  シンポジウム看板・チラシ等作成委託料 

 

(2) スケジュール（案） 

令和４年 ４月～８月 「（仮称）ＵＤＣ小田原」設立に向けたワークショップ（２回） 

９月  キックオフシンポジウム・「（仮称）ＵＤＣ小田原」設立 

              10月～令和５年３月 社会実験を検討するワークショップ（２回） 
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地域地区等見直し事業（線引き見直し委託料）について 

 

１ 目的・事業概要 

本業務は都市計画法（以下「法」という）第６条の２、第７条及び第７条の２

の規定に基づき、おおむね 20 年後の都市の姿を展望した上で都市計画の決定の

方針を定めると同時に、線引きの見直しを行う。 

県では昭和 45 年（1970 年）の当初線引きから、これまで７回の見直しを行っ

ている。第７回線引き見直しの目標年次である令和７年（2025年）までに第８回

線引き見直しを予定しており、法第 15条の２の規定に基づき、県から線引き見直

し等に必要な資料提供を求められることから、令和４年度（2022年度）から令和

６年度（2024年度）の継続費を設定し、所要の資料を作成する。 

 

 

２ 委託業務内容 

【令和４年度（2022年度）】 

計画準備及び資料収集、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」（法第

６条の２）見直しのための基礎資料の作成 

【令和５年度（2023年度）】 

「区域区分」（法第７条）、「都市再開発の方針」（法第７条の２）、「住宅市街地

の開発整備の方針」（法第７条の２）見直しのための基礎資料の作成 

「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」、「区域区分」等見直しの原案作成 

【令和６年度（2024年度）】 

関係機関調整用資料の作成、区域区分の変更等により都市計画変更が必要と

なる都市計画変更図GISデータの作成、Navi‐O用データ調整・設定 
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景観形成修景費補助金について 

 

１ 目  的 

景観計画重点区域の３地区（小田原城周辺地区、小田原駅周辺地区、国道１号

本町・南町地区）及び景観計画重点区域への移行に取り組む区域（かまぼこ通り

地区）において、優れた景観への誘導を促進し、街なみ景観の形成に寄与する。 

 

２ 事業概要 

国の「街なみ環境整備事業」制度を活用し、各地区の景観形成の方針に基づ

き、外壁・屋根など外観に係る工事等を補助する。 

（補助率２／３ 限度額 1,500千円） 

 

３ 予 算 額 

 3,000千円（うち国費 1,500千円） 

 ＜内訳＞ 

  ・Ⓐ店舗兼住宅修景工事（かまぼこ通り地区：本町３－12－８）1,500千円 

  ・Ⓑ23区公民館修景工事（かまぼこ通り地区：本町３－16－19）1,500千円 

 

４ 財  源 

  社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）（補助率１／２） 

 

５ 事業区域・補助対象物件 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小田原城周辺地区 

○A  
○B  



（まちづくり交通課 予算書 173頁） 

4 

まちなか再生支援事業委託料について 

 

１ 目  的 

 かまぼこ通り周辺地区と銀座・竹の花周辺地区を対象に、まちづくりを主体的に

進める地元協議会の活動を支援することで、地域主体による持続可能なまちづくり

の推進体制の確立を目指す。 

 

２ 事業概要  

令和５年度（2023年度）から、地域が自立し、景観形成や空き家・空き店舗利活

用、担い手育成などのまちづくり活動ができるよう、引き続き、住民、地元事業者、

地元協議会の協力体制の構築を支援する。 

また、これまでの取組の成果を今後のまちづくりに活用するため、両地区の取組

に係る評価・分析を併せて行う。 

 

３ 財  源 

  都市構造再編集中支援事業費補助金（補助率 4.5/10） 

 

４ 事業スキーム 

 

 

 

 

 

 

 

５ スケジュール（予定） 

 

 

令和３年度（2021年度） 令和４年度（2022年度） 令和５年度（2023年度） 

   

地域主体による持続可能

なまちづくりの推進 
 

 

景観形成に向けた住民意向
調査・合意形成の支援 
 
 

空き家の発掘に向けた 
所有者への働きかけ支援 
 
 
所有者の啓発・ 

個別相談会の開催 

推進体制確立 

小田原のまちづくりへの 

活用に向けて 

地区住民などの意向調査、 

地元協議会の取組整理 

まちづくりの 
体制構築支援 

取組の評価・分析 

空き家・空き店舗利活用、景観
形成などの取組体制 

良好な景観形成の取組 空き家・空き店舗の利活用の推進 

地元事業者   地元協議会   行 政 

 

持続可能なまちづくりの促進 

公民連携 

コンパクトシティ
の形成 
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市街地再開発事業について 

 

１ 城山一丁目地区優良建築物等整備事業 

築後 40 年以上が経過し、老朽化が著しく耐震性の上からも建替えが喫緊の課題と

なっていた小田原駅前分譲共同ビル（通称：新幹線ビル）（城山一丁目地内）の建替え

に係る費用に対して、国の優良建築物等整備事業を活用し、整備費の一部を補助する。  

また、都市防災の強化に寄与することから、市独自の補助を行う。 

 

(1) 建築概要 

事 業 者：小田原駅前分譲共同ビルマンション建替組合 

構 造：鉄筋コンクリート造 17 階建 地下 1 階 

総事業費：約 82億円 

    建築面積：約 1,740㎡ 

延べ面積：約 24,288㎡ 

    建蔽率・容積率：約 65％・約 662％ 

    住 戸 数：190戸 

最高高さ：約 55ｍ 

 

(2) 予算額 145,530千円 

ア 優良建築物等整備事業補助 138,600千円（国補助金 １／２：69,300千円） 

 補助対象事業費 415,800千円（共同施設整備費等） 

補助対象事業費に対して、市が３分の１を補助する。 

そのうち、２分の１は国庫補助金を財源として見込む。 

 

イ 市独自の補助 6,930千円 

優良建築物等整備事業補助金額に、次の該当項目数に応じた補助率を乗じて

得た額を補助する。 

 

項     目 

 

①  

該当項目数 補助率 

① 70平方メートル以上の住戸数が３分の２以上 

② 幅員２メートル以上の歩道状空地を確保 

③ 耐震性不足の大規模建築物の建替え 

④ 緊急輸送道路を閉塞する恐れのある建築物の建替え 

１ １％ 

２ ３％ 

３ ５％ 

４ ８％ 

 

(3) 完成予定 

   令和５年度(2023年度)末

立面図 
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２ 栄町二丁目地区優良建築物等整備事業 

市街地の整備・改善を図りながら、街なかへの定住を促進するため、オービックビ

ル（栄町二丁目地内）の建替えに係る費用に対して、国の優良建築物等整備事業を活

用し、整備費の一部を補助する。 

また、ゆとりある住宅の供給や都市防災の強化に寄与することから、市独自の補助

を行う。 

 

(1) 建築概要 

事 業 者：株式会社ＮＩＰＰＯ 

構 造：鉄筋コンクリート造 14階建 

総事業費：約 28億円 

    建築面積：約 601㎡ 

延べ面積：約 5,825㎡ 

    建蔽率・容積率：約 52％・約 441％ 

    住 戸 数：65戸 

最高高さ：約 43ｍ 

 

(2) 予算額 64,890千円 

ア 優良建築物等整備事業補助 61,800 千円（国補助金 １／２：30,900 千円） 

補助対象事業費 185,400千円（共同施設整備費等） 

補助対象事業費に対して、市が３分の１を補助する。 

そのうち、２分の１は国庫補助金を財源として見込む。 

 

イ 市独自の補助 3,090千円 

優良建築物等整備事業補助金額に、次の該当項目数に応じた補助率を乗じて  

   得た額を補助する。 

 

項     目 

 

②  

該当項目数 補助率 

① 70平方メートル以上の住戸数が３分の２以上 

② 幅員２メートル以上の歩道状空地を確保 

③ 耐震性不足の大規模建築物の建替え 

④ 緊急輸送道路を閉塞する恐れのある建築物の建替え 

１ １％ 

２ ３％ 

３ ５％ 

４ ８％ 

 

(3) 完成予定 

   令和５年度(2023年度)末 

 

立面図 
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小田原駅西口広場等機能拡充検討委託料について 

 

１ 目的・事業概要 

  小田原駅西口周辺では、平成 29 年（2017 年）に「小田原駅西口地区まちづ

くり協議会」が設立され、地区の課題や不足している都市機能の調査・研究に

取り組んでいる。 

老朽化が著しかった通称：新幹線ビル（Ａ街区）は先行して建替え工事に着

手し、広場の東京方面に隣接する街区（Ｂ街区）では民間地権者が再開発事業

に向けた取組を進めており、その動きに合わせて、西口広場の利便性や安全性

を向上させるため、広場の機能拡充について事業手法等を検討する。 

 

２ 委託業務内容 

(1) 広場の機能拡充に向けた検討 

   ・現況整理 

 ・課題抽出と対応策 

 (2) Ｂ街区の整備に向けた検討 

   ・施設規模と概算事業費 

(3) 一体的な整備に向けた検討 

   ・地区の整備方針 

   ・事業手法と採算性等 

 

 

 

 

Ａ街区 

西口広場 

Ｂ街区 

【位置図】 

小田原駅 

検討箇所 
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空家等対策計画策定支援業務について 

 

１ 内容 

空家等対策の推進に関する特別措置法第６条第１項の規定に基づき、平成

28 年度（2016 年度）に策定した小田原市空家等対策計画の計画期間が令和

４年度（2022 年度）末で終了することから、次期計画を策定するに当たり、

策定業務の支援をノウハウのある民間事業者に委託する。 

  

２ 委託業務の概要 

(1) 計画策定の準備 

空家等実態調査結果の整理や計画策定に必要な情報収集を行う。 

(2) 計画素案の作成 

収集した各種データ等を基に、計画素案を作成する。 

(3) 会議の運営支援 

小田原市空家等対策協議会や庁内会議等の資料及び議事録を作成する。 

 (4) パブリックコメントの実施支援 

パブリックコメントの実施や集計等の支援を行う。 

(5) 計画案及び計画概要版の作成等 

小田原市空家等対策計画案及び市民への周知を図るための計画概要版

の作成等を行う。 
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住まいの情報発信事業について 

 

１ 目的 

  総務省の住宅土地統計調査によると、本市の世帯総数は平成 20年度（2008年度）

から平成 30年度（2018年度）の 10年間で約 4,000世帯増加しているのに対し、住

宅総数は約 8,400戸の増加となっており、世帯総数の２倍を上回る住宅が供給され

ている。そこで、これら住宅ストックの情報を発信し、利活用を促進する。 

事業推進に当たっては、不動産団体である公益社団法人神奈川県宅地建物取引業

協会小田原支部（以下「宅建協会」という。）と連携し、不動産取引業の視点を活か

した民間主導による施策展開を図る。 

 

２ 予算額 

  136千円  

《（仮称）ポータルサイト運営協議会負担金》 

内訳：ポータルサイト運営費 400千円 

（宅建協会負担金 200千円、行政負担金 200千円（小田原市 136、湯河原町 31、真鶴町 33）） 

 

 

３ 事業内容 

県西地域の海沿いに位置する本市と湯河原町、真鶴町、宅建協会が連携し、   

海のある市町を希望する居住ニーズに対応するため、物件情報を発信する   

「（仮称）小田原・湯河原・真鶴物件探しポータルサイト」を運営する。 

ポータルサイトでは、市町の物件情報をはじめ、行政情報や宅建協会の実施する

地域活性化に資する取組の紹介など、様々なコンテンツの発信を行っていく。 

・ポータルサイト保守管理 

・物件情報掲載手続及び更新作業 
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地域公共交通確保維持費補助金について 

 

１ 目    的 

市民の日常生活に欠かせない公共交通である、路線バスを維持・確保するため、

必要に応じて、バス事業者に対して運行経費の一部を補助する。 

２ 事業概要 

バス事業者が単独で維持することが困難となった路線のうち、代替交通手段が無

い路線について、国の補助制度に準じて、運行経費と収益見込額との差額の１／２

を補助する。 

（※国・県の補助を受ける場合は、本市域の運行に係る補助額を差し引いた額。） 

【対象路線】 

① 国府津駅～橘団地（小田原市・二宮町） 

② 小田原駅～石名坂（小田原市・真鶴町） 

３ 予 算 額 10,012千円 

４ 対象路線 

①国府津駅～橘団地について 

運行経路及び便数は、平成 28年度（2016年度）から令和元年度（2019年度）

まで実施した実証運行に基づき、バス事業者との協議により決定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国府津駅～橘団地 5,312 千円 (往復 20便／日) 

西湘テクノパーク

二宮駅
押切

橘タウンセンター

橘団地
小田原厚木道路

国府津駅

釜野

① 国府津駅～橘団地 5,400千円（往復20便／日）

中里

運行経路の内訳 

国府津駅～西湘テク
ノパーク～国府津駅 

12 便 

国府津駅～橘団地 8 便 
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②小田原駅～石名坂について 

令和３年(2021年)３月 26日付けでバス事業者より退出意向申出書が提出された

が、バス事業者との協議の結果、「令和４年度（2022年度）については、減便とな

るものの、本市からの補助があれば、バス路線を維持できる」との意向が示され

た。 

 小田原駅～石名坂 4,700 千円 (往復 11便／日)   



（まちづくり交通課 予算書 175頁） 

12 

生活交通ネットワーク協議会負担金について 
 

１ 目 的 

地域公共交通活性化・再生法の一部改正（令和２年（2020年）６月公布）により、

全ての地方公共団体による「地域公共交通計画」の策定が原則、義務化されたこと

に加え、今後の国の補助金申請の際の要件※となったことから、当該計画を策定す

る。 

※令和６年(2024 年)６月 30 日までに、本計画を策定していない場合、令和７年度（2025 年

度）事業から、バス事業者は国の補助が活用できなくなる。（本市を運行する地域間幹線系

統の一部において活用されている。） 

 

２ 事業概要 

現計画である「小田原市地域公共交通総合連携計画（計画期間：令和５年（2023

年）３月末）」の最終評価を踏まえ、「小田原市地域公共交通計画」では、まちづく

り（立地適正化計画）と連携した面的な公共交通ネットワークの再構築に向けて、

取り組むとともに、最新技術の活用も取り入れながら、総合計画に掲げる「誰もが

気軽に外に出ていける環境の整備」の実現に向けて、諸施策の検討、計画策定を「小

田原市生活交通ネットワーク協議会（法定協議会）」において行う。 

このため、令和４年度（2022年度）については、当該計画策定に必要となる基礎

調査に係る費用を「小田原市生活交通ネットワーク協議会」に対して、負担金とし

て支出する。 

※計画策定に係る国の補助は、法定協議会のみが対象 

 

作業内容 令和４年度 令和５年度 

現計画の検証・評価   

現状、ニーズ把握   

計画策定作業   

国補助申請及び決定   

 

３ 予算額 9,699千円 

 

 

  



（まちづくり交通課 予算書 175頁） 
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鉄道駅舎バリアフリー施設整備費補助金について 
 
 
１ 目  的 

  高齢者、障がい者等の自立した日常生活の確保、社会参加の要請に応えるため、

鉄道事業者が実施する駅のバリアフリー整備に対し、国の補助制度に基づき補助

する。 
 

２ 事業概要 

  国がバリアフリー化の目標とする、１日の平均利用者数が 3,000人以上※の駅で、

市内で唯一、バリアフリー化が未対応となっていた伊豆箱根鉄道大雄山線の井細

田駅について、スロープ、点字ブロック整備に必要な経費を補助する。 

 ※井細田駅：3,490人（令和元年度（2019年度）実績） 
 

スロープ・点字ブロック整備事業費 負担割合 

事業者１／３ 国１／３ 市１／３ 
 

３ 予 算 額 8,006千円 

 算出根拠  事業費（24,018千円）×１/３＝ 8,006千円 
   

４ 位置図・整備内容 

  

 

５ スケジュール  

 令和４年５月 補 助 申 請 

      ８月～12月 工   事 

 令和５年２月 補助金交付 

足柄小学校 

山 王 川 

スロープ・点字ブロック整備予定箇所 

スロープ・点字ブロック整備イメージ 

ホーム 

勾配 1/12 を超えないこと 

（ただし、高低差 16cm 以下 

の場合 1/8 を超えないこと） 

 表面は粗面とし、滑りに

くい材料で仕上げる 

手すりを適切な高さに 

設ける 

有効幅員 120cm 以上 

階段を併設する場合、 

有効幅員 90cm 以上 

車いす転回
ス ペ ー ス
150cm程度 

両側には側壁又は

高さ５cm 以上の立

ち上がり部を設置 

高低差が 75cm を超

える場合、75cm 以内

ごとに踏幅 150cm

以上の踊場を設ける 

井細田駅 

動 線 

駅舎側 

ホーム側 

至 五百羅漢駅 至 緑町駅 



（都市計画課 予算書 175頁） 

14  

栄町小八幡線（栄町地内）測量委託料について 

 

１ 目的・事業概要 

都市計画道路栄町小八幡線（栄町二丁目地内）は、平成 30年度（2018年度）に行っ

た都市計画道路の見直しにおいて、将来交通量等の観点から検証した結果、都市計画

道路として整備が必要な路線と判断した。 

また、対象区間の沿道一帯は、「小田原都市計画都市再開発の方針」に「栄町二丁目

東通り・大乗寺周辺地区」として、特に早急に再開発を行うことが望ましい地区とす

る「要整備地区」に位置付けられており、令和２年（2020年）10月には「小田原駅前

東地区まちづくり協議会」が組織され、再開発事業の実施に向けた検討を進めている

ことから、都市計画道路見直しの必要性が高いと判断したものである。 

令和４年度（2022年度）は、過年度作成した線形の変更案を確定させ、協議会と再

開発事業に向けた検討を進めるため、錦通り入口交差点から東通り入口交差点までの

路線測量を行う。 

 

 

２ 委託業務内容 

 

路線延長：約 280ｍ 

測量面積：0.015㎢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小田原駅 都市計画道路栄町小八幡線 

（栄町二丁目地内） 

既計画 

線形変更案 

 

栄町二丁目 

墓地 



































































一般会計  消防費  予算説明資料  

 

（  消  防  本  部  ） 

 

資     料     名 担当課 頁 

消防団整備強化検討支援委託料について 

小田原消防署 

消防課 

１ 

消防団防火服借上料について ２ 

消防団員事業（消防団員報酬）について ３ 

 

 

 



 

１ 

 

（小田原消防署消防課 予算書 181頁） 

 

消防団整備強化検討支援委託料について 

 

１ 目 的 

地域の総合的な消防力を確保するため、消防機関間の連携や協力などを進めなが

ら、地域の特性も考慮した上で、消防団の組織力向上に取り組み、持続可能な消防

団体制の構築を図る。 

 

２ 事業概要 

  持続可能な消防団体制のあり方について検討するに当たり、小田原市消防団の現

状を科学的に分析し、課題等の解決を図る必要があることから、消防業務に関する

豊富な経験と深い知識を持つ業者に、会議への参画及び課題解決策や企画の立案な

ど検討結果報告書の作成支援業務を委託する。 

 

 

 

 

 

  



２ 

（小田原消防署消防課 予算書 14頁・181頁） 

 

消防団防火服借上料について 

 

１ 目 的 

  地域の総合的な消防力を確保するため、消防団装備に係る基準に準拠した防火衣一

式を整備し、消防団活動の安全性を確保する。 

 

２ 事業概要 

  平成 26 年(2014 年)２月７日付けで発出された消防庁次長通知（消防消第 26 号）

『「消防団装備に係る基準」等の改正について（通知）』において、部長以上及び機関

員に対して防火衣一式を配備するよう改正された。 

安全性を確保した防火衣等とするため、令和元年度(2019年度)以降、順次更新して

きたところであるが、現在貸与している防火衣の劣化状況を踏まえ、未更新分の防火

衣等について７年間リース契約を締結するため、令和４年度(2022年度)分の所要額を

計上するとともに、令和 11年度(2029年度)までの債務負担行為を設定する。 

 

３ 配備状況 

  配備目標数 298式（部長以上及び機関員の人数 298人） 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 更新済 未更新 

防火衣上下 24 53 59 136 162 

防火帽・しころ 24 28 14 66 232 

※ 機関員とは、消防車両や消防ポンプを操作する指定された団員のこと 

 

４ リース期間 

令和４年(2022年)12月～令和 11年(2029年)11月（84か月） 

※ 債務負担行為設定 

 

 

  



３ 

（小田原消防署消防課 予算書 181 頁） 

 

消防団員事業（消防団員報酬）について 

 

１ 目 的 

  消防団員の処遇改善は、団員の士気向上や家族等の理解を得るため不可欠であるこ

とから、国の実施した、「消防団員の処遇等に関する検討会」の結果に基づき、総務省

消防庁が策定した「非常勤消防団員の報酬等の基準」を踏まえた処遇の見直しを図る

ことを目的とする。 

 

２ 事業概要 

  総務省消防庁から令和３年(2021 年)８月に報告された「消防団員の処遇等に関す

る検討会」最終報告書によると、報酬等の処遇改善において１日当たり 8,000円を標

準とすることが適当であるとあり、また県の最低賃金 1,040 円を鑑み検討した結果、

災害出動報酬として４時間以下を 4,000円、４時間を超えるものを 8,000円、その他

警戒出動、訓練などを以下のとおりに定めた。また、令和３年度までは費用弁償（旅

費）として支出していたが、出動報酬に位置付けることとした。 

 

 

種別 新 旧 

災害出動 ４時間以下  4,000円 ３時間未満 2,900円  

災害出動 ４時間を超える  8,000円 ３時間以上 4,300円  

警戒出動  3,500円 2,300円  

訓練出動  3,500円 2,300円  

水防災害出動 ４時間以下  4,000円 ３時間未満 2,900円  

水防災害出動 ４時間を超える  8,000円 ３時間以上 4,300円  

 

 

３ 予算額 

  ３１，０２２千円 

 

 



一般会計  教育費  予算説明資料  

 

（  教  育  部  ） 

 

資     料     名 担当課 頁 

ＩＣＴ活用教育推進事業について 

教育指導課 

１ 

情操教育充実事業（音楽鑑賞会開催事業）について ２ 

新しい学校づくり推進事業について 

教育総務課 

３ 

新玉小学校水泳授業実施について ４ 

学校給食センター整備事業について 

学校安全課 

５ 

三の丸小学校校庭芝生化事業について ６ 

給食調理場空調設備設置事業について ７ 

令和４年度児童・生徒数等見込 

教育総務課 

８ 

小中学校児童・生徒数推移 ９ 

 



（教育指導課 予算書 183頁） 
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ＩＣＴ活用教育推進事業について 

１ 目的 

  国のＧＩＧＡスクール構想に基づき、児童生徒１人１台の学習用端末や校内の

高速大容量無線ＬＡＮ等による学習ネットワークを運用している。 

令和４年度（2022年度）以降、家庭での本格的な活用も開始し、個別最適で協

働的な学びのさらなる推進を目指す。 

 

２ 事業概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 予算 252,955千円 

(新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 21,005千円) 

 事業名 事業詳細 備考 

(１) 教職員向け研修 教職員の指導力向上のための専門講

師による研修 

 

(２) 家庭の学習通信環境整備 学習通信環境がない家庭に対し、環

境整備を支援 

交付金充当 

(３) フィルタリングソフトの

導入 

家庭での学習用端末活用のため、児

童生徒のアカウントに制限を設定 

交付金充当 

(４) 授業目的公衆送信補償金 学校がインターネットを経由して教

材を提供する際、無許諾での著作物

利用が可能 

 

(５) 学習用端末借上げ等 児童生徒 1人１台の学習用端末の維

持・管理 

 

  

ハードウェアの維持・管理等 

・学習用端末（児童生徒１人１台＋教職員用）(５) ・高速の校内無線ＬＡＮ 

  ・プログラミング教材  等 

学校での活用のための取組 

・教職員向け研修（１） 

・一斉学習、個別学習、協働学習での活用 

（４） 

家庭での活用のための環境整備 

・通信環境のない家庭への支援（２） 

・各学習用端末にフィルタリングソフト 

の導入（３） 

具体的な活用例 

・クラウド学習ツール「Google for Education」 ・学習動画の視聴 

・学習支援ソフト「ドリルパーク」 ・インターネットを活用した調べ学習 等 

 

個別最適で協働的な学びの実現 

・教職員向け研修（１） 

・一斉学習、個別学習、協働学習での 

活用（４） 



（教育指導課 予算書 183頁） 
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情操教育充実事業（音楽鑑賞会開催事業）について 

 

１ 目 的 

  新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により、芸術鑑賞の機会がなかった現

在の小学４年生及び５年生を対象に、令和４年度（2022年度）及び令和５年度（2023

年度）の６年生時に、神奈川フィルハーモニー管弦楽団による音楽鑑賞会を開催し、

文化芸術に触れ、豊かな心を育む機会とする。 

 

２ 開催予定 

  開催日  ： 令和４年９月 30日（金）午前、午後各１公演 

  開催場所 ： 小田原三の丸ホール 大ホール 

 

３ 実施方法 

 （１）開催年次  令和４年度及び令和５年度 

 （２）対象学年  各年度の小学６年生 

 （３）公演回数  午前（12校）及び午後（13校）の２回公演 

 （４）参集方法  徒歩、電車、貸切バスの手段により学校ごとに参集 

 

４ 予算額 

  4,071千円   

       内訳  神奈川フィルハーモニー管弦楽団公演料  

（ふるさと文化基金充当） 

           児童移送業務委託料           



（教育総務課 予算書 183頁） 
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新しい学校づくり推進事業について 

１ 事業概要 

令和４年度（2022 年度）から、附属機関である「新しい学校づくり検討委員会」

を設置し、約２年間をかけて、子供たちにとって望ましい教育環境の基本的な考え

方をまとめる「新しい学校づくり推進基本方針」の検討・策定作業を行う。 

また、並行して「（仮称）新しい学校づくり推進基本計画」及び「（仮称）新しい

学校づくり施設整備指針」の検討を行い、令和２年（2020年）12月に策定した学校

施設中長期整備計画の見直しにつなげていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 新しい学校づくり検討委員会（附属機関） 

 学識経験者、地域関係者、校長、保護者、公募市民等により年６回程度開催。 

３ 主な事業内容 

区 分 主な内容 

委員会開催費 委員報酬、費用弁償、事務用品費等 

策定支援委託料（R3債務負担行為設定） 
現状と課題の整理、通学区域等の電子データ化、 

児童・生徒・学級数推計、委員会運営支援等 

新玉小学校水泳授業実施委託料 ４ページ参照 

 

４ 事業スケジュール 

R3 R4 R5 R6 R7 R8～ 

 

 

 

     

 

検討委員会 

個別事業 
の実施 

 
庁内検討 推進基本方針検討・策定 

 
推進基本計画の検討・策定 

 
施設整備指針の検討・策定 

アンケート 説明会・意見交換会 説明会・意見交換会 

中長期 
整備計画
の見直し 

 



（教育総務課 予算書 185頁） 
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新玉小学校水泳授業実施について 

１ 経緯・目的 

 小中学校における水泳授業及び学校プールのあり方検討の一環として、民間スイ

ミングスクールの活用について、事業者との意見交換を行ってきた。 

 令和３年（2021年）９月に、新玉小学校のプール水槽に多数の穴が開き、漏水し

ていることが判明した。改修には多額の費用を要することから、近隣の民間スイミ

ングスクールで水泳授業を試行し、その検証結果を今後の水泳授業等のあり方検討

に活用することを目的とする。 

 

２ 事業概要（案） 

  児童を４つのグループに分け、１グループ当たり５コマ（１コマ 60 分）実施 

 する。 

 

３ 実施時期（予定） 

  令和４年（2022年）５月下旬～７月初旬 

 

４ その他 

  終了後、効果測定として、児童、保護者、教職員等にアンケートを実施する。 

 ① ② ③ ④ 

対象学年等 １・２年 ３・４年 ５・６年 特別支援学級 

対 象 人 数 約 60人 約 60人 約 50人 約 10人 

実 施 体 制 スイミングスクールの指導員５人による泳力別指導 指導員１人＋教員 

安 全 対 策 別途、監視員１人を配置 

（参考）新玉小学校プール 

昭和 59年（1984年）建設（築 37年） 水槽の材質：アルミニウム板 

水槽塗装：平成 21年（2009年）実施 



（学校安全課 予算書 185頁） 
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調理業者選定 

（千円） 

学校給食センター整備事業について 
 

１ 事業概要 

（１）用地取得事業 

ア 建設予定地内にある上下水道局資材倉庫の移転に関する費用 

（高田浄水場内の新資材倉庫の建設、第三水源地内の資材倉庫の解体、新資材置

場（土間）新設等） 

イ 用地取得に係る不動産鑑定費用 

（２）整備事業 

学校給食センターを建設するための設計業務等 
 

２ スケジュール 

 項目 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

用
地
取
得
事
業 

① 新資材倉庫建設      

② 新資材置場(土間)新設      

③ 運搬（※１）      

④ 資材倉庫解体（第三水源地）      

⑤ 用地取得（※２）        

整
備
事
業 

⑥ 整備事業者選定      

⑦ 設計業務（※３）      

⑧ 建設工事      

調理 ⑨ 調理・運営業務      

※１ 上下水道局資材倉庫・資材置場移転に伴う保管物品の運搬業務は令和４年(2022 年)６月補正を予定 

※２ 学校給食センター整備用地購入費は令和４年９月補正を予定 

※３ 令和３年度(2021年度)債務負担行為設定 

 
３ 予算額                                

 項目 内容 金額 

（１）
用
地
取
得
事
業 

ア 

新資材倉庫建設 

新資材倉庫建設工事（令和３年度(2021 年度)継続費設定） 

同倉庫建設に伴う環境影響調査業務 

新資材置場（土間）新設工事 
202,875 

資材倉庫解体 

（第三水源地） 

第三水源地資材倉庫等解体工事 

同倉庫等解体工事に伴う水道利用加入金 

イ 用地取得 第三水源地用地不動産鑑定評価手数料 

（２）
整
備
事
業 

設計業務 

学校給食センター整備に係る基本設計及び実施設計 

同センター整備に係る設計審査手数料 

同センター整備に係る構造計算適合性判定手数料 

12,283 

合計 215,158 

Ｒ６.９給食提供開始 



 

 

（学校安全課 予算書 187頁） 

6 

 

三の丸小学校校庭芝生化事業について 

 

１ 背景及び目的 

  校庭芝生化は、児童生徒の積極的な外遊びの促進や怪我の防止、砂塵飛散の防

止、降雨時の土砂流出の防止、夏季における照り返しや気温上昇の抑制等の効果が

期待できることから、本市においては平成 21年度（2009年度）から推進してき

た。 

しかしながら、維持管理に教職員等の負担が伴うことなどから、これまで芝生化

を行った学校は小学校 25校中６校（全面芝生化２校、部分芝生化４校）となってい

る。 

こうした中、かねてより校庭の砂塵、降雨時のぬかるみの発生や土砂の流出が課

題となっていた三の丸小学校において、ＰＴＡ等の協力のもと、これらの対策とし

て芝生化を行うものである。 
 

２ 事業内容 

  学校・地域（ＰＴＡ等）・市が協力しながら芝生の植え付け、維持管理等を行う。 

（※ 芝生化範囲は、学校がＰＴＡや地域（各利用団体）と調整して最終決定する。） 

項  目 内  容 主な担い手 

芝生化に伴う整備 散水設備の整備、肥料散布機の購入 市 

芝 生 化 の 実 施 夏芝の苗植え付け（市の委託業者が支援する） 学校・地域 (PTA等) 

日常的な維持管理 芝刈り、肥料散布等 学校・地域 (PTA等) 

維持管理の支援 育成点検と手入れ、肥料等の購入 市 

 

３ スケジュール 

 令和４年度 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

散水設備の整備             

夏芝の苗植え付け             

芝刈り・肥料散布             

冬芝種の播種             

育成点検             
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        給食調理場空調設備設置事業について 

 

１ 目的 

  近年、温暖化により給食調理場内の室温が夏場に高温となり、調理員にとって、 

 厳しい労働環境となっている。調理員の労働環境の改善は、喫緊の課題であるため、

空調設備の未整備の給食調理場に空調設備を設置する。 

 

２ 事業計画 

  令和４年度（2022年度）は先行して２場に設置し、そこから得られるデータを 

参考に残る 20場の整備を順次行う。 

年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 計 

設置数 ２場 ７場 ７場 ６場 

22場 

単独調理校 19場 

共同調理場 ３場 

※ 片浦小学校は平成 24年度（2012年度）に整備済。 

  ※ 学校給食センターは令和６年度（2024年度）に整備予定のため除く。 

   

３ 事業費内訳 

区分 内容 備考 

光熱水費 
令和４年９月分～ 

令和５年３月分 

空調設備設置後のガス使用料 

工事請負費 
空調設備設置 

（久野小学校、千代小学校） 

新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金（10／10）充当 

 






























